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国立大学法人鳴門教育大学教員選考規程

平成１６年 ４ 月 １ 日

規程第 ７ 号

改正 平成１７年 ３ 月１４日規程第 １０ 号

平成１８年１０月１１日規程第 ４２ 号

平成１９年 ３ 月２３日規程第 ７ 号

平成２０年 ３ 月２４日規程第 ５７ 号

平成２１年 ３ 月３１日規程第 ３６ 号

平成２１年 ５ 月１３日規程第 ６４ 号

平成２４年 ３ 月１９日規程第 ２３ 号

平成２５年 ６ 月１２日規程第 １７ 号

平成３１年 ３ 月１３日規程第 ６６ 号

令和 ５ 年 ５ 月１０日規程第 ２２ 号

（趣旨）

第１条 この規程は，国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則（平成１６年

規則第２１号）に基づく教授，准教授，講師及び助教（以下「教員」という。）の選考

を適正かつ円滑に行うために必要な手続きについて定める。

（定義）

第２条 この規程で「専攻長」とは，国立大学法人鳴門教育大学学則（平成１６年学則第

１号。以下「学則」という。）第２４条第３項に規定する専攻長をいう。

２ この規程で「人事委員会」とは，国立大学法人鳴門教育大学教育研究評議会規則（平

成１６年規則３号）第９条の規定に基づき，教育研究評議会に置く国立大学法人鳴門教

育大学人事委員会をいう。

（選考の時期）

第３条 教員の選考は，原則として採用又は昇任させようとする日の２か月前までに終え

るものとする。

（選考開始申出等）

第４条 専攻長は，教員の選考を開始する必要があるときは，あらかじめ別記様式第１号

の教員選考申出書を学長に提出しなければならない。

２ 学長は，教員の選考を行う必要があるとしたときは，理事又は専攻長に対し，教員選

考申出書を提出させることができる。

３ 専攻長は，教員選考の申出を行う場合には，あらかじめ当該専攻の意見を聴くものと

し，当該教員選考がセンターの運営又は他の専攻に係わる場合は，当該センター所長又

は他の専攻長の意見を聴くものとする。

４ 理事又は専攻長は，教員の選考に当たり公募を行う必要があるときは，教員選考申出

書と併せて別記様式第２号の教員公募要領を学長に提出しなければならない。

５ 学長は，教員選考の申出があったときは，速やかに当該選考について，教育研究評議

会に付議しなければならない。

６ 教育研究評議会は，前項の教員選考の申出を承認したときは，速やかに人事委員会に

教員選考の開始を指示するものとする。

７ 学長は，本学の教員人事の方針を踏まえ，教員選考に関し人事委員会に対し意見を述
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べることができる。

（候補者の決定）

第５条 教員選考候補者の決定は，人事委員会において行う。

（報告）

第６条 人事委員会は，教員選考候補者を決定したときは，別記様式第３号の教員選考候

補者決定報告書を学長に提出しなければならない。

（教員選考）

第７条 学長は，前条の規定による報告を受けたときは，速やかに教育研究評議会に付議

しなければならない。

２ 教育研究評議会における教員選考において不適格と判定された者は，その日から１年

を経過した後でなければ，同一職名による判定の対象とすることができない。

（就任交渉）

第８条 教員選考が成立した場合の教員の就任の交渉は，学長又は学長が指名した者が行

う。

第９条 学長は，教育研究評議会において教員選考候補者を選考した場合は，教授会に教

員選考候補者を報告するものとする。

（その他）

第１０条 この規程に定めるもののほか，教員の選考手続きに関し必要な事項は，教育研

究評議会の議を経て学長が別に定める。

附 則

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

２ この規程施行の際現に設置されている教員選考委員会及び選出されている委員は，こ

の規程により設置及び選出されたものとみなす。

３ 前項に係る教員選考委員会委員長は，教員選考候補者を決定したときは，第６条の規

定を準用する。

附 則

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１８年１０月１１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日において，すでに設置されている教員選考委員会及び当該委員は，改正後の規

定に基づき設置及び選出されたものとみなす。

附 則

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２１年５月１３日から施行する。

附 則

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

附 則
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この規程は，平成２５年６月１２日から施行する。

附 則

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，令和５年５月１０日から施行する。



- 4 -

別記様式第１号（第４条第１項関係）

教 員 選 考 申 出 書

年 月 日

国立大学法人鳴門教育大学長 殿

専 攻 名

専攻長名

下記のとおり教員選考を申し出ます。

専 門 分 野 採用・昇任の別 採 用 ・ 昇 任
（対象者名 （ 歳））

任 用 予 定 職 名 任 用 予 定 日 年 月 日

担当予定授業科目名（負担単 大学院

位数）

学 部

前任者の担当授業科目名（負 大学院

担単位数）

（嘱託講師で補っていた場合

は，○嘱と表示する。）

学 部

選考申出事由（コース等の名称・目的及び選考しようとする教員の役割）

備考 １ 「採用・昇任の別」欄中の年齢は，任用予定日現在で記入すること。
２ 昇任の場合，「前任者の担当授業科目名」欄は，現在担当している授業科目
名を記入すること。

３ 教員公募を行う場合は，別記様式第２号の教員公募要領を併せて提出するこ
と。

４ 規格は，Ａ４とする。
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別記様式第２号（第４条第４項関係）

教 員 公 募 要 領

年 月 日

国立大学法人鳴門教育大学長 殿

専 攻 名

専攻長名

１ 専攻名（コース等名）

２ 職名及び人員

３ 専門分野

４ 資格

５ 担当予定授業科目

大学院
学 部

６ 採用予定日

７ 任期等

８ 公募締切日（予定）

年 月 日（ ） 午前・午後 時（必着）

９ 提出書類

10 書類提出先

11 問い合わせ先

12 その他

備考 規格は，Ａ４とする。



- 6 -

別記様式第３号（第６条関係）

教員選考候補者決定報告書

年 月 日

国立大学法人鳴門教育大学長 殿

人事委員会委員長

１ 候補者の現職

ふりがな

氏 名 （ 年 月生）

２ 任用予定職名 ３ 任用予定日 年 月 日

４ 任 期 任期満了予定日 年 月 日

５ 選考経過の概要

６ 決定をした日 年 月 日

７ 出 席 委 員 人 （欠席者氏名 ）

８ 判 定 結 果

９ 申出事由に基づく決定理由（基準に関する規則第２条の項目に照合のこと。）

添付書類 □教員選考調書 □業績目録 □その他（ ）

備考 規格は，Ａ４とする。


